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報告第７号 

専決処分の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により別紙のとお

り専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。 

令和３年３月１０日提出 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

専決処分事項 

鈴鹿市職員給与条例等の一部改正 
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専  決  処  分  書 

鈴鹿市職員給与条例等の一部改正について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第１項の規定により，次のとおり専決処分する。 

令和３年２月１２日 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

鈴鹿市職員給与条例等の一部を改正する条例 

（ 別 紙 ） 

理 由 

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴い，必然的に改正を要す

る規定整備を行うため，地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分する。 
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（ 別 紙 ） 

鈴鹿市条例第１号 

鈴鹿市職員給与条例等の一部を改正する条例 

（鈴鹿市職員給与条例の一部改正） 

第１条 鈴鹿市職員給与条例（昭和２４年鈴鹿市条例第５７号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

附 則 附 則 

１～６  略 １～６  略 

（防疫等作業手当の特例） （防疫等作業手当の特例） 

７ 職員が，新型コロナウイルス感染

症（病原体がベータコロナウイルス

属のコロナウイルス（令和２年１月

に，中華人民共和国から世界保健機

関に対して，人に伝染する能力を有

することが新たに報告されたものに

限る。）である感染症をいう。）か

ら市民等の生命及び健康を保護する

ために緊急に行われた措置に係る作

業であつて規則で定めるものに従事

したときは，防疫等作業手当を支給

する。この場合において，第41条の

５の規定は，適用しない。 

７ 職員が，新型コロナウイルス感染

症（新型コロナウイルス感染症を指

定感染症として定める等の政令（令

和２年政令第11号）第１条に規定す

るものをいう。）から市民等の生命

及び健康を保護するために緊急に行

われた措置に係る作業であつて規則

で定めるものに従事したときは，防

疫等作業手当を支給する。この場合

において，第41条の５の規定は，適

用しない。 

８  略 ８  略 

（鈴鹿市国民健康保険条例の一部改正） 
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第２条 鈴鹿市国民健康保険条例（平成２９年鈴鹿市条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

附 則 附 則 

（新型コロナウイルス感染症に感染

した被保険者等に係る傷病手当金） 

（新型コロナウイルス感染症に感染

した被保険者等に係る傷病手当金） 

第８条 給与等（所得税法第28条第１

項に規定する給与等をいい，賞与（

健康保険法第３条第６項に規定する

賞与 をい う。 ） を除 く。 以下 同

じ。）の支払を受けている被保険者

が療養のため労務に服することがで

きないとき（病原体がベータコロナ

ウイルス属のコロナウイルス（令和

２年１月に，中華人民共和国から世

界保健機関に対して，人に伝染する

能力を有することが新たに報告され

たものに限る。）である感染症（以

下「新型コロナウイルス感染症」と

いう。）に感染したとき又は発熱等

の症状があり新型コロナウイルス感

染症 の感 染が 疑 われ ると きに 限

る。）は，その労務に服することが

できなくなった日から起算して３日

を経過した日から労務に服すること

ができない期間のうち労務に就くこ

とを予定して  いた日について  ，  傷  病 

第８条 給与等（所得税法第28条第１

項に規定する給与等をいい，賞与（

健康保険法第３条第６項に規定する

賞与 をい う。 ） を除 く。 以下 同

じ。）の支払を受けている被保険者

が療養のため労務に服することがで

きないとき（新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成24年法律第31

号）附則第１条の２第１項に規定す

る新型コロナウイルス感染症（以下

「新型コロナウイルス感染症」とい

う。）に感染したとき又は発熱等の

症状があり新型コロナウイルス感染

症の感染が疑われるときに限る。）

は，その労務に服することができな

くなった日から起算して３日を経過

した日から労務に服することができ

ない期間のうち労務に就くことを予

定していた日について，傷病手当金

を支給する。 
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手当金を支給する。 

２・３  略 ２・３  略 

（鈴鹿市臨時外来検査センター条例の一部改正） 

第３条 鈴鹿市臨時外来検査センター条例（令和２年鈴鹿市条例第２９号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（設置） （設置） 

第１条 新型コロナウイルス感染症（

病原体がベータコロナウイルス属の

コロナウイルス（令和２年１月に，

中華人民共和国から世界保健機関に

対して，人に伝染する能力を有する

ことが新たに報告されたものに限

る。）である感染症をいう。）への

感染の有無を確認するための検査（

以下「検査」という。）を行うた

め，鈴鹿市臨時外来検査センター（

以下「検査センター」という。）を

設置する。 

第１条 新型インフルエンザ等対策特

別措置法（平成24年法律第31号）附

則第１条の２第１項に規定する新型

コロナウイルス感染症への感染の有

無を確認するための検査（以下「検

査」という。）を行うため，鈴鹿市

臨時外来検査センター（以下「検査

センター」という。）を設置する。

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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